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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を
複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しく、
　前記走査期間において、前記バックライト部の消灯期間が前記バックライト部の点灯期
間より長く、
　前記走査期間の始まりから途中まで前記バックライト部の消灯期間であり、前記走査期
間の該途中から終わりまで前記点灯期間となることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法
。



(2) JP 5183871 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

【請求項２】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の点灯期間と、前記点灯期間に続く消灯期間とからなるＢＬ期間を
複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　走査を開始して、走査を行う全ての走査配線の内、概ね半分の走査配線を走査するまで
の期間を走査期間の前半とし、残りの走査配線を走査する期間を走査期間の後半とした場
合に、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しいかそれよ
り長く、
　前記走査期間の始まりから前記前半の途中まで前記バックライト部の点灯期間であり、
前記走査期間の前記前半の該途中から前記消灯期間が開始することを特徴とする液晶表示
装置の駆動方法。
【請求項３】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間は
連続的に繰り返され、
　前記保持期間において、前記バックライト部は少なくとも１回点滅し、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しく、
　前記走査期間において、前記バックライト部の消灯期間が点灯期間より長く、
　前記走査期間の始まりから途中まで前記バックライト部の消灯期間であり、前記走査期
間の該途中から前記走査期間の終わりまで前記点灯期間となることを特徴とする液晶表示
装置の駆動方法。
【請求項４】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
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り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の点灯期間と、前記点灯期間に続く消灯期間とからなるＢＬ期間は
連続的に繰り返され、
　前記保持期間において、前記バックライト部は少なくとも１回点滅し、
　走査を開始して、走査を行う全ての走査配線の内、概ね半分の走査配線を走査するまで
の期間を走査期間の前半とし、残りの走査配線を走査する期間を走査期間の後半とした場
合に、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しいかそれよ
り長く、
　前記走査期間の始まりから前記前半の途中まで前記バックライト部の点灯期間であり、
前記走査期間の前記前半の該途中から前記消灯期間が開始することを特徴とする液晶表示
装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記ＢＬ期間は、１フレーム期間を略ｎ（ｎは２以上の整数）等分した長さであり、そ
の長さが概ね１／６０秒以下であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の
駆動方法。
【請求項６】
　前記ＢＬ期間の長さが複数個存在する場合において、ｎ個（ｎは２以上の整数）のＢＬ
期間の長さを足し合わせた長さを、前記フレーム期間と等しくし、各ＢＬ期間の長さが、
それぞれ概ね１／６０秒以下であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の
駆動方法。
【請求項７】
　前記ＢＬ期間の長さが概ね１／６０秒であることを特徴とする請求項１から４のいずれ
かに記載の駆動方法。
【請求項８】
　前記走査期間の長さが１／６０秒よりも短いことを特徴とする請求項１から４のいずれ
かに記載の駆動方法。
【請求項９】
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しく、
　前記走査期間の終わりに該ＢＬ期間の前記消灯期間が終了することを特徴とする請求項
２又は４に記載の駆動方法。
【請求項１０】
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さより長く、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の前記点灯期間は、前記走査期間の始まりより前
から開始することを特徴とする請求項２又は４に記載の駆動方法。
【請求項１１】
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の前記消灯期間は、前記走査期間の終わりより後
で終了することを特徴とする請求項１０に記載の駆動方法。
【請求項１２】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を
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複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さより長く、
　前記走査期間の全てにおいて、前記バックライト部の消灯期間となることを特徴とする
液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　前記走査期間の長さが１／６０秒よりも短いことを特徴とする請求項１２に記載の駆動
方法。
【請求項１４】
　前記保持期間を前記走査期間の略ｎ（ｎは１以上の整数）倍の長さとし、かつ、前記Ｂ
Ｌ期間を前記走査期間の略ｍ（ｍは２以上の整数）倍の長さとすることを特徴とする請求
項１３に記載の駆動方法。
【請求項１５】
　前記ＢＬ期間を走査期間の略ｎ（ｎは２以上の整数）倍の長さとし、かつ、フレーム期
間を前記ＢＬ期間の略ｍ（ｍは２以上の整数）倍の長さとする請求項１３に記載の駆動方
法。
【請求項１６】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を
複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　前記走査期間において、前記バックライト部の消灯期間が前記バックライト部の点灯期
間より長く、
　前記ＢＬ期間における点灯期間の比率である点灯比率が、前記保持期間において液晶パ
ネルの表示モードがノーマリーブラックの場合には、徐々に大きくなり、液晶パネルの表
示モードがノーマリーホワイトの場合には、徐々に小さくなる期間を有することを特徴と
する液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を
複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　前記走査期間において、前記バックライト部の消灯期間が前記バックライト部の点灯期
間より長く、
　前記保持期間において、液晶パネルの表示モードがノーマリーブラックの場合には、バ
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ックライトの輝度が徐々に大きくなり、液晶パネルの表示モードがノーマリーホワイトの
場合には、バックライトの輝度が徐々に小さくなる期間を有することを特徴とする液晶表
示装置の駆動方法。
【請求項１８】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部と、前記バックライト部の点灯と消灯を制御する制御回路と、を有する液
晶表示装置において、
　前記バックライト部の光源が発光ダイオードであり、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記制御回路は、
　前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を
複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しく、
　前記走査期間において、前記バックライト部の消灯期間が前記バックライト部の点灯期
間より長くなり、
　前記走査期間の始まりから途中まで前記バックライト部の消灯期間であり、前記走査期
間の該途中から終わりまで前記点灯期間となるように、前記バックライト部の点灯と消灯
を制御することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１９】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部と、前記バックライト部の点灯と消灯を制御する制御回路と、を有する液
晶表示装置において、
　前記バックライト部の光源が発光ダイオードであり、
　前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、
　前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰
り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、
　前記制御回路は、
　前記バックライト部の点灯期間と、前記点灯期間に続く消灯期間とからなるＢＬ期間を
複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、
　走査を開始して、走査を行う全ての走査配線の内、概ね半分の走査配線を走査するまで
の期間を走査期間の前半とし、残りの走査配線を走査する期間を走査期間の後半とした場
合に、
　前記走査期間に対応する前記ＢＬ期間の長さは、前記走査期間の長さと等しいかそれよ
り長く、
　前記走査期間の始まりから前記前半の途中まで前記バックライト部の点灯期間であり、
前記走査期間の前記前半の該途中から前記消灯期間が開始するように、前記バックライト
部の点灯と消灯を制御することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２０】



(6) JP 5183871 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

　前記制御回路は、画像データを画素に転送する信号配線を制御する信号配線駆動回路に
内蔵されることを特徴とする請求項１８又は１９に記載の液晶表示装置。
【請求項２１】
　前記信号配線駆動回路には、画像データを記録するメモリを有することを特徴とする請
求項２０に記載の液晶表示装置。
【請求項２２】
　前記制御回路は、クロック信号を所定の数カウントすることにより消灯するバックライ
トを点灯させるタイミングと、該クロック信号を他の所定の数カウントすることにより点
灯するバックライトを消灯させるタイミングとを制御するための、カウンターを有するこ
とを特徴とする請求項１８又は１９に記載の液晶表示装置。
【請求項２３】
　前記制御回路は、
　前記保持期間を前記走査期間の略ｎ（ｎは１以上の整数）倍の長さとし、かつ、前記Ｂ
Ｌ期間を前記走査期間の略ｍ（ｍは１以上の整数）倍の長さとするように、前記バックラ
イト部の点灯と消灯を制御することを特徴とする請求項１８から２０のいずれかに記載の
液晶表示装置。
【請求項２４】
　前記制御回路は、
　前記ＢＬ期間を前記走査期間の略ｎ（ｎは１以上の整数）倍の長さとし、かつ、前記フ
レーム期間を前記ＢＬ期間の略ｍ（ｍは２以上の整数）倍の長さとするように、前記バッ
クライト部の点灯と消灯を制御することを特徴とする請求項１８から２０のいずれかに記
載の液晶表示装置。
【請求項２５】
　前記ＢＬ期間の長さが、液晶表示装置の外部から供給される信号周期の整数倍であるこ
とを特徴とする請求項１８又は１９に記載の液晶表示装置。
【請求項２６】
　前記ＢＬ期間の長さが、液晶表示装置の外部から供給される垂直同期信号を略ｎ（ｎは
１以上の整数）等分した長さになることを特徴とする請求項１８又は１９に記載の液晶表
示装置。
【請求項２７】
　前記制御回路は、１フレーム期間に亘ってバックライトを常時点灯するモードと、１フ
レーム期間において所定のタイミングで点灯及び消灯を行うモードを切り替え可能である
ことを特徴とする請求項１８又は１９に記載の液晶表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話等のモバイル機器の表示装置に係り、フリッカ(ちらつき)が抑制さ
れた高画質で、かつ、低消費電力化可能な液晶表示装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バックライト制御による透過率不均一を抑制する方法としては、下記特許文献１に開示
されるように、液晶表示パネルと、その背面に設置され複数の発光源を有するバックライ
トと、複数の発光源に対応して輝度を設定する複数の輝度値設定回路とを備え、液晶表示
パネルの表示に現れる透過率不均一を相殺するように複数の輝度値設定回路で複数の発光
源の輝度を調整することが挙げられる。
【０００３】
　また、走査期間と全走査配線を非走査状態とする休止期間の和を１フレーム期間とする
駆動方法としては、下記特許文献２及び３に開示されている。
【０００４】
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【特許文献１】特開２００３－２５５９１４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１２２５３号公報
【特許文献３】特開２００４－２０６０７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の技術は、１フレーム内に走査期間と同程度以上の長さの保持期
間を設ける駆動方法及びその駆動方法によるフリッカの特性及びその抑制方法を考慮して
いない。
【０００６】
　また、上記特許文献２及び３に記載の技術は、バックライトの制御に関しては考慮され
ていない。特に、バックライトの制御によるフリッカの抑制に関して考慮されていない。
【０００７】
　以下、本発明が解決しようとする課題について、図１２を用いて説明する。同図（ａ）
は、液晶表示装置のブロック図である。液晶表示装置１は、液晶パネル２，信号配線駆動
回路３，走査配線駆動回路４，電源回路５及びバックライト部６を有する。
【０００８】
　これらの回路は、別々のＬＳＩに設けられることもあり、一部共通、全て共通のＬＳＩ
に設けられることもある。また、一部若しくは全部を液晶パネル２に内蔵することもある
。
【０００９】
　ここでは、別々のＬＳＩに設けられた場合において、以下の説明を行う。液晶パネル２
には、マトリクス状にＮ行Ｍ列（便宜上、Ｎ，Ｍは２以上の偶数とする。）の画素が配置
されているものとする。また、表示方式はノーマリーホワイト（電圧無印加時に表示が白
となる。）とする。
【００１０】
　図１２（ｂ）に、ｎ行ｍ列の画素の等価回路図を示し、同図（ｃ）に、フレーム毎反転
駆動の駆動スキームと、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の画素の光学応答ＯＰ1，ＯＰN/2，
ＯＰN を示す。また、Ｖg1，ＶgN/2，ＶgNは、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の走査配線電
位であり、その時間変化の略図を示す。
【００１１】
　図１２（ｂ）に示される等価回路について説明する。信号配線１０１と走査配線１０２
の交差部にスイッチとしてのアクティブ素子が存在し、このアクティブ素子を薄膜トラン
ジスタ（以下「ＴＦＴ」という。）とする。
【００１２】
　走査配線１０２は、ＴＦＴのオン／オフを制御し、ｎ行目の走査配線電位Ｖgnが‘ハイ
’（電位は概ね８Ｖから１５Ｖ程度の値をとる。）の時は、ＴＦＴはオンの状態で、信号
配線１０１と画素電極間は導通し、ｍ列目の信号配線電位Ｖdmが画素電極１０４に印加さ
れる。
【００１３】
　ｎ行目の走査配線電位Ｖgnが‘ロー’(電位は概ね０Ｖから－１５Ｖ程度の値をとる。)
の時は、ＴＦＴはオフの状態で、信号配線１０１と画素電極１０４との間は高抵抗状態と
なり画素の電荷は保持される。オフ状態のＴＦＴは、回路的には信号配線１０１と画素電
極１０４に接続される抵抗Ｒoffで表される。
【００１４】
　液晶は、液晶容量Ｃlcと液晶抵抗Ｒlcの並列回路で表され、この並列回路に印加されて
いる電圧（以下「液晶電圧」という。）に応じて液晶分子は動き、所望の輝度を表示する
。容量配線１０３と画素電極１０４との間には電荷を保持するための保持容量Ｃstg が配
置されている。
【００１５】
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　ＴＦＴに接続される信号配線１０１と画素電極１０４との間には寄生容量Ｃsd1 が存在
し、信号配線１０１の反対側の信号配線と画素電極間には寄生容量Ｃsd2 が存在する。ま
た、画素電極１０４と走査配線１０２との間にも寄生容量Ｃgsが存在する。
【００１６】
　寄生容量の存在により、信号配線１０１や走査配線１０２の電位が変動する際には、容
量結合により画素電極電位は変動し、光学応答変化を起こす。また、ＴＦＴがオフの状態
でも抵抗Ｒoffと抵抗Ｒlcの存在によりリーク電流が流れ画素電極電位が変動する。
【００１７】
　図１２（ｃ）に示される駆動スキームについて説明する。連続する２フレーム分の駆動
スキームを示しており、１フレーム期間Ｔｆにおいて対向電極１００の電位Ｖcom は、電
位ＶcomH又は電位ＶcomLをとる。
【００１８】
　対向電極電位Ｖcomが、電位ＶcomLの時のフレームを正フレームとし、対向電極電位
Ｖcomが、電位ＶcomHの時のフレームを負フレームとする。液晶電圧の極性は正フレーム
の時は、所望のタイミングで正となるように書き込まれ、同様に、負フレームの時は負と
なるように書き込まれる。フレーム毎に対向電極電位Ｖcom は反転する。信号配線電位
Ｖdmは画像データ電位に応じた電位となる。
【００１９】
　図１２では、説明を簡単にするために、液晶パネルの全面に画像データが、黒である表
示をしている場合を示している。また、バックライトの輝度を一定としている場合を示し
ている。液晶表示装置の場合、黒データの画像を表示していても、バックライト光が漏れ
るために、同図（ｃ）に示すような光学応答変化が起こる。
【００２０】
　フレーム切り替え時において、対向電極電位Ｖcom 及び信号配線電位Ｖdmが変動するた
めに、容量結合により液晶電圧も変動を起こす。また、フレーム切り替え後は、再び走査
されるまでリーク電流により液晶電圧変動が起こる。表示される輝度も液晶電圧の変動に
同期して液晶の応答による遅延を伴いながら変動する。
【００２１】
　図１２（ｃ）に示すように、１行目の画素は、フレーム切り替え後すぐに走査されるた
めに、フレーム切り替え時の影響が少ない。また、リーク電流による影響は、走査される
フレームと次のフレームの間で対向電極電位Ｖcom と信号配線電位Ｖdmが反転するために
、走査されるフレームの次のフレームで画像データを保持している間に大きくなる。
【００２２】
　したがって、１行目の画素はフレーム切り替わり後、すぐに走査されるために、リーク
電流による影響も少ない。
【００２３】
　フレーム内において、走査されるタイミングが遅くなるほど、容量結合及びリーク電流
の影響が大きくなる。また、一般的に、正フレームと負フレームでは光学応答波形が非対
称となる。正負でＴＦＴのオフ抵抗が異なることが１つの原因である。
【００２４】
　光学応答変化はフリッカとして知覚されることがある。特に、フレーム周波数を６０
Ｈｚより低い周波数にした場合には、フリッカの周波数も６０Ｈｚより低くなり、フリッ
カが知覚され易くなる。
【００２５】
　そのために、光学応答変化を十分に小さくする必要がある。ここで、目のフリッカに対
する感度について説明すると、概ね６０Ｈｚ以上の周波数のフリッカは検知されない。
ＣＲＴが６０Ｈｚの周期でパルス的な発光をすることで表示をしていることを考えると簡
単に理解できる。
【００２６】
　概ね６０Ｈｚを境として、６０Ｈｚよりフレーム周波数が低くなると徐々にフリッカに
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対する目の感度が上がりフレームにおける小さな輝度の変化もフリッカとして知覚される
ようになる。
【００２７】
　１５Ｈｚのフリッカにおいては、フレームの最初と最後における輝度の変化をフレーム
の輝度の平均値で割った値が約０.０３から０.０４以上の場合には、フリッカとして知覚
されるようになることが実験により分かっている。
【００２８】
　上述した１フレーム内に走査期間と同程度以上の長さの保持期間を設けない場合、１フ
レームの大部分で光学応答変化が起こる。
【００２９】
　リーク電流及び容量結合による液晶電圧の変化を考慮した上で、さらに、液晶の応答を
考慮して、バックライトの輝度を制御することにより光学応答変化を逐次補償して、人間
に光学応答変化が起こっていないように知覚させることは難しい。なぜならば、リーク電
流や容量結合による液晶電圧の変化の大きさは階調及び信号配線の振動幅に依存する。
【００３０】
　また、液晶の応答も階調に依存する。そのために、複数の階調が存在する画像を表示す
る液晶パネルにおいて、１フレーム期間全体で変化する輝度を補償するように、バックラ
イトの制御を行わなければならないためである。また、前述したバックライト制御を行う
ためには大規模な周辺回路が必要となる。
【００３１】
　また、駆動方法のみでフリッカを抑制する場合、駆動方法だけで完全にフリッカを抑制
することは難しく、画素設計において保持容量を大きくし、フリッカを抑制することがあ
る。保持容量を大きくすると開口率が低下するという課題がある。
【００３２】
　本発明の目的は、簡単な駆動方法によりドライバーコストを上げずに、保持容量を大き
くするというような制限を画素設計に与えずに、フリッカを抑制することにより高画質で
、かつ、消費電力を低減できる液晶表示装置及びその駆動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印加する
ための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された複数の
アクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パネルと
、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯を行う
バックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、前記画素に前記信号配線か
ら画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前記走査配線の全てを非走査状
態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と同程度以上の長さであって、
前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰り
返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、前記バックライト部の消灯期間と
、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を複数設け、前記複数のＢＬ期間の長
さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、前記走査期間において、前記バックライ
ト部の消灯期間が前記バックライト部の点灯期間より長くすることで、フリッカを抑制す
ることが可能となる。
【００３４】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯
を行うバックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、前記画素に前記信号
配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前記走査配線の全てを非
走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と同程度以上の長さであ
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って、前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的
に繰り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、前記バックライト部の消灯
期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間を複数設け、前記複数のＢＬ期
間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等しくし、走査を開始して、走査を行う全て
の走査配線の内、概ね半分の走査配線を走査するまでの期間を走査期間の前半とし、残り
の走査配線を走査する期間を走査期間の後半とした場合に、前記走査期間の前半において
、前記バックライト部の点灯期間を有し、前記走査期間の後半において、前記バックライ
ト部の消灯期間を有することで、フリッカを抑制することが可能となる。
【００３５】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯
を行うバックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、前記画素に前記信号
配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前記走査配線の全てを非
走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と同程度以上の長さであ
って、前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的
に繰り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、前記バックライト部の消灯
期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間は連続的に繰り返され、前記保
持期間において、前記バックライト部は少なくとも１回点滅し、前記走査期間において、
前記バックライト部の消灯期間が点灯期間より長くすることで、フリッカを抑制すること
が可能となる。
【００３６】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯
を行うバックライト部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、前記画素に前記信号
配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前記走査配線の全てを非
走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と同程度以上の長さであ
って、前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記フレーム期間は連続的
に繰り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、前記バックライト部の消灯
期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間は連続的に繰り返され、前記保
持期間において、前記バックライト部は少なくとも１回点滅し、走査を開始して、走査を
行う全ての走査配線の内、概ね半分の走査配線を走査するまでの期間を走査期間の前半と
し、残りの走査配線を走査する期間を走査期間の後半とした場合に、前記走査期間の前半
において、前記バックライト部の点灯期間を有し、前記走査期間の後半において、前記バ
ックライト部の消灯期間を有することで、フリッカを抑制することが可能となる。
【００３７】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯
を行うバックライト部とを有する液晶表示装置において、前記バックライト部の光源が発
光ダイオードであり、前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記
走査期間の直後に前記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期
間は前記走査期間と同程度以上の長さであって、前記走査期間と前記保持期間の和をフレ
ーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰り返され、前記フレーム期間を１／６０秒
よりも長くし、前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからな
るＢＬ期間を複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等
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しくし、前記走査期間において、前記バックライト部の消灯期間が前記バックライト部の
点灯期間より長くなるようにバックライトのタイミングを制御する制御回路を有すること
で、フリッカを抑制し電力を低減できる。
【００３８】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯
を行うバックライト部とを有する液晶表示装置において、前記バックライト部の光源が発
光ダイオードであり、前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記
走査期間の直後に前記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期
間は前記走査期間と同程度以上の長さであって、前記走査期間と前記保持期間の和をフレ
ーム期間とし、前記フレーム期間は連続的に繰り返され、前記フレーム期間を１／６０秒
よりも長くし、前記バックライト部の消灯期間と、前記消灯期間に続く点灯期間とからな
るＢＬ期間を複数設け、前記複数のＢＬ期間の長さの和を、前記フレーム期間の長さと等
しくし、走査を開始して、走査を行う全ての走査配線の内、概ね半分の走査配線を走査す
るまでの期間を走査期間の前半とし、残りの走査配線を走査する期間を走査期間の後半と
した場合に、前記走査期間の前半において、前記バックライト部の点灯期間を有し、前記
走査期間の後半において、前記バックライト部の消灯期間を有するようにバックライトの
タイミングを制御する制御回路を有することで、フリッカを抑制し電力を低減できる。
【００３９】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を照射するバックライト部とを有する液晶表示装置において
、前記画素に前記信号配線から画像データを与える走査期間と、前記走査期間の直後に前
記走査配線の全てを非走査状態とする保持期間とを設け、前記保持期間は前記走査期間と
同程度以上の長さであって、前記走査期間と前記保持期間の和をフレーム期間とし、前記
フレーム期間は連続的に繰り返され、前記フレーム期間を１／６０秒よりも長くし、前記
信号配線に与える電圧のダイナミックレンジを調整可能とし、任意のフレームにおいて、
前記ダイナミックレンジを小さくし、同時に１フレームにおけるバックライトの光量を小
さくすることで、フリッカを抑制し電力を低減できる。
【００４０】
　また、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層と、前記液晶層に電界を印
加するための信号配線及び走査配線と、前記信号配線と走査配線との交差部に接続された
複数のアクティブ素子と、前記アクティブ素子により駆動される画素と、を有する液晶パ
ネルと、前記液晶パネルに光を間欠的に照射するために、点灯と消灯を繰り返す間欠点灯
を行うバックライト部とを有する液晶表示装置又はその駆動方法において、前記画素に前
記信号配線から画像データを与える走査期間と前記走査期間の直後に前記走査配線の全て
を非走査状態とする前記走査期間より長い保持期間とからなるフレーム期間に同期して、
前記バックライト部の消灯期間と前記消灯期間に続く点灯期間とからなるＢＬ期間をフレ
ーム期間内に複数設定し、前記複数のＢＬ期間で、前記バックライト部を間欠駆動するこ
とで、フリッカを抑制し電力を低減できる。
【００４１】
　なお、本発明は、特許請求の範囲に記載された構成および後述する実施の形態に開示さ
れる構成に限定されるものではなく、本発明の技術思想を逸脱することなく種々の変更が
可能であることは言うまでもない。
【発明の効果】
【００４２】
　以上、本発明によると、良好な画質を維持しつつ、フリッカを抑制し電力を低減する効
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果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、図面を用いて、本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００４４】
　本発明の実施例１について説明する。まず、一般に、液晶表示装置において、走査期間
と同程度以上の長さの保持期間を設ける場合と、保持期間を設けない場合とでは、光学応
答波形が異なる。保持期間を設けた場合は、走査期間で光学応答変化が起こり、保持期間
では時間的に概ね輝度が一定となるか、若しくは、緩やかな光学応答変化が起こることが
実験から分かっている。
【００４５】
　この実験結果を図２に示す。バックライトの輝度は一定にしている。走査期間Ｔｓは概
ね１６.６ｍｓ （≒１／６０秒）とし、保持期間Ｔｈを概ね５０ｍｓとした。フレーム期
間Ｔｆは概ね６６.６ｍｓ （≒１／１５秒）である。つまり、フレーム期間は１／６０秒
より長く、１秒より短い期間となる。
【００４６】
　同図において、最上段にあるグラフは相対輝度１２.５％ の時の光学応答波形を示して
いる。相対輝度とは、液晶パネルが表示できる最大輝度を１００％とし、最低輝度を０％
とした場合の相対的な輝度である。中段のグラフは相対輝度５０％、最下段のグラフは相
対輝度８２.５％ の時の光学応答波形を示している。
【００４７】
　各グラフの横軸は時刻（ｍｓ）を表し、縦軸はフレームの輝度の平均値で各時刻におけ
る輝度を規格化した規格化輝度（％）である。表示方式がノーマリーホワイトである液晶
パネルの中央部を測定したものである。したがって、概ねＮ／２行目の画素付近の画素を
測定している。
【００４８】
　測定部の画素はフレーム開始後約８.３ｍｓ の時に走査される。何れのグラフにおいて
も保持期間Ｔｈにおける光学応答変化は殆ど無く輝度が一定であることが分かる。走査期
間Ｔｓにおいては、相対輝度が低くなるに連れて光学応答変化が大きくなることが分かる
。
【００４９】
　また、走査期間Ｔｓで起こる光学応答変化は何れの輝度においても輝度が一度上昇し、
概ね走査される時刻に最大となり、応答が遅くても保持期間Ｔｈの前半までには、走査期
間Ｔｓの最初の輝度になる。
【００５０】
　前記輝度の上昇はフレーム切り替え時に極性反転したために生じる容量結合による液晶
電圧の変化と、信号配線電位と画素電極電位の電位差が、極性反転する前に比べて大きく
なることに起因するリーク電流の増大のためである。
【００５１】
　保持期間Ｔｈの輝度が一定なのは、各配線の電位が一定であるため容量結合による液晶
電圧変動がなく、かつ、信号配線電位と画素電極電位の電位差が、概ね信号配線電位の振
幅よりも小さく、リーク電流が小さいためである。
【００５２】
　したがって、保持期間を設けた場合には、保持期間における輝度は一定か、若しくは、
緩やかな光学応答変化であり、主な光学応答変化は走査期間で起こるため、走査期間の光
学応答変化を抑制することに注力すればよい。
【００５３】
　ここで、液晶表示装置の電力について説明する。液晶表示装置の電力には、ロジック回
路の電力や容量とみなせる液晶パネルの充放電に伴う電力などの動作回数に比例する動作
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電力と、アナログ回路などで定常的に消費される定常電力と、バックライト部の電力の３
種類が存在する。本実施例では、液晶パネルを駆動するのに関わる動作電力と定常電力を
低減することを目的とする。
【００５４】
　保持期間を設けない場合には、フレーム周波数を低減しても動作電力しか低減されない
が、保持期間を設ける場合は、保持期間には画像データの保持動作だけであるので、保持
動作に関係ないアナログ回路を停止することが可能となる。
【００５５】
　したがって、保持期間を設ける場合は、フレーム周波数の低減を行うことで、動作電力
と定常電力の両方を低減することが可能となる。また、現行は低周波数のフリッカを低減
することができないために、６０Ｈｚ以上のフレーム周波数で駆動している。
【００５６】
　フレーム周波数を６０Ｈｚとし、例えば、走査期間を８.３ｍｓ、保持期間を８.３ｍｓ
として駆動した場合は、保持期間にアナログ回路を停止することで定常電力は削減できる
が、フレーム周波数が６０Ｈｚであるため、単位時間当りのロジック回路等の動作回数は
保持期間を設けない場合と変わらず、動作電力を削減できない。
【００５７】
　したがって、定常電力と動作電力の両方を効果的に削減するためには、フレーム周波数
を６０Ｈｚよりも低くする必要がある。例えば、走査期間を１６.６ｍｓ 、保持期間を
５０ｍｓとして駆動した場合は、定常電力と動作電力の両方の電力を６０Ｈｚで駆動した
場合に比べて、約１／４（≒１６.６／（１６.６＋５０））にすることができる。
【００５８】
　図１に、コモン交流フレーム毎反転駆動の連続する２フレーム分の駆動スキームとバッ
クライトの輝度を時間的に一定としている場合のＮ／２行目の画素の光学応答ＯＰN/2 と
バックライトを図中ＢＬのタイミングで点灯及び消灯を行っている場合の画素の光学応答
ＯＰＢN/2を示す。また、Ｖg1，ＶgN/2，ＶgN は、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の走査配
線電位であり、その時間変化の略図も示す。
【００５９】
　フレーム期間Ｔｆにおいて、走査を行っている期間は走査期間Ｔｓであり、全走査配線
が非走査状態の期間は保持期間Ｔｈである。走査期間Ｔｓを概ね１６.６ｍｓ （≒１／
６０秒）とし、保持期間Ｔｈを概ね５０ｍｓとした場合を例として説明する。このとき、
フレーム期間Ｔｆは概ね６６.６ｍｓ （≒１／１５秒）である。また、液晶の表示方式は
液晶電圧がゼロの時に表示が白となるノーマリーホワイトモードとする。
【００６０】
　フレーム期間Ｔｆにおいて対向電極電位は電位ＶcomH又は電位ＶcomLをとる。対向電極
電位が電位ＶcomLの時のフレームを正フレームとし、対向電極電位が電位ＶcomHの時のフ
レームを負フレームとする。
【００６１】
　液晶電圧の極性は正フレームの時は、走査期間Ｔｓ内の所望のタイミングで正となるよ
うに書き込まれ、同様に、負フレームの時は、負となるように書き込まれる。正及び負フ
レームは交互に繰り返される。
【００６２】
　したがって、静止画又は２フレームより多くのフレームで画像データが変わらない場合
は、信号配線及び対向電極の駆動が、２フレーム毎に繰り返されるために、光学応答波形
も２フレーム毎に繰り返される。
【００６３】
　図１（ａ）に示すＯＰN/2において、正フレームと負フレームにおける光学応答波形は
、保持期間Ｔｈでは何れの場合も概ね同じで時間的に一定である。走査期間Ｔｓでは、両
フレームにおいて、光学応答波形はパルス的な波形となっているが、一般には、パルスの
高さＰＨP,N/2とＰＨm,N/2とは異なることがある。
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【００６４】
　フレーム周期Ｔｆが概ね１／１５秒であるため、主なフリッカ成分は、１５Ｈｚと7.5
Ｈｚとなる。パルスの高さＰＨP,N/2とＰＨm,N/2が余り変わらない場合は、知覚されるフ
リッカの周期はフレーム周期Ｔｆ（周波数１５Ｈｚのフリッカ）となる。パルスの高さ
ＰＨP,N/2とＰＨm,N/2とが大きく異なる場合は、知覚されるフリッカの周期はフレーム周
期Ｔｆの２倍（周波数７.５Ｈｚのフリッカ）となる。
【００６５】
　本実施例におけるバックライトの制御に関して説明する。図１に示されるＢＬはバック
ライトの輝度の時間変化を表している。縦軸は輝度で、横軸が時間である。バックライト
部を消灯する期間とその後に続いて点灯する期間とからなる期間をＢＬ期間ＴBLとする。
【００６６】
　ＢＬ期間の長さは、走査期間Ｔｓと等しく１６.６ｍｓ で、全てのＢＬ期間は概ね等し
い長さであり、フレーム期間を４等分した長さである。したがって、フレーム期間Ｔｆ内
にバックライトは４回点灯し、その点灯周波数は、概ね６０Ｈｚである。
【００６７】
　また、フレーム期間Ｔｆの最初に位置し、走査期間Ｔｓの大部分を占めるＢＬ期間にお
いて、走査期間ＴｓにおけるＯＰN/2において、最もフリッカが大きくなる期間にバック
ライトが消灯となるよう制御している。これは、バックライトを消灯して、フリッカを目
に見えなくするためである。この時、走査期間Ｔｓにおいて、バックライトを消灯する期
間は、バックライトを点灯する期間よりも長い。
【００６８】
　このようにバックライトを制御した場合における液晶パネルの光学応答波形はOPBN/2に
示されるように、光学応答波形がＢＬ期間の長さ１６.６ｍｓ （≒１／６０）で繰り返さ
れる。
【００６９】
　概ね６０Ｈｚ以上の周波数で繰り返される光学応答波形は、少なくても正面輝度が1000
ｃｄ／ｍ2 より低いディスプレイにおいては、目には、繰り返し周期で時間平均した一定
の輝度として見えるためにフリッカとはならない。
【００７０】
　つまり、バックライトを制御しない場合に１５Ｈｚ以下の周波数で発生していたフリッ
カを、バックライトを制御することによって６０Ｈｚのフリッカに変換することで知覚す
ることができないようにしている。
【００７１】
　走査期間Ｔｓにおいて、バックライトを消灯する期間を、バックライトを点灯する期間
より長くして、光学応答変化ＯＰN/2 に示される走査期間Ｔｓにおけるフリッカをなくす
ことだけではなく、かつ、保持期間Ｔｈにおいても明滅することで光学応答波形を６０
Ｈｚで繰り返される波形にし、フリッカを知覚できないようにしている。また、特に、走
査期間においてフリッカが大きくなるタイミングに合わせてバックライトを消灯としなけ
れば、１５Ｈｚのフリッカを抑制することが難しいので、本実施例の場合は、走査期間と
重複するＢＬ期間は１つとなっている。実施例２で説明するが、走査期間と重複するＢＬ
期間は必ずしも１つではなく、液晶に画像データを転送する駆動タイミングとバックライ
トとの駆動タイミングの関係で２つから３つになることもある。
【００７２】
　また、連続する４個のＢＬ期間を一つのまとまりとし、便宜上、このまとまりをＢＬフ
レーム期間と定義した場合に、４つのＢＬ期間を足し合わせたＢＬフレーム期間の長さを
フレーム周期Ｔｆと等しくすることで、ＢＬフレームをフレームに同期させている。これ
は、ＢＬフレーム期間とフレーム期間Ｔｆとが同期していない場合は、１５Ｈｚのフリッ
カを正確に６０Ｈｚのフリッカに変換できず、低周波数のフリッカが発生してしまうこと
を防いでいる。
【００７３】
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　本実施例においては、ＢＬ期間の長さを１６.６ｍｓ としたが、ＢＬ期間の長さは１／
６０秒以下であればよい。ただし、周波数６０Ｈｚ以上で繰り返される光学応答変化はフ
リッカとして知覚されないということに基づいて、ＢＬ期間の長さを１／６０秒以下とし
たが、フリッカとして知覚されなくなる周波数は概ね６０Ｈｚであり、例えば、５９Ｈｚ
や５８Ｈｚなど、数Ｈｚ周波数が低い場合でも知覚されないこともある。
【００７４】
　また、本実施例において、全てのＢＬ期間を等しい長さとしたが、必ずしも等しい長さ
とする必要はない。例えば、１６.８ｍｓ，１６.７ｍｓ，１６.６ｍｓ，１６.５ｍｓの合
計がフレーム期間６６.６ｍｓ と等しくなる４つのＢＬ期間で、ＢＬフレーム期間を構成
しても構わない。各々のＢＬ期間の長さは、概ね１／６０秒以下であり、その合計がフレ
ーム期間６６.６ｍｓと等しければよい。
【００７５】
　また、一般に、走査期間における光学応答波形のパルスの高さは正フレームと負フレー
ム、及び、階調に依存するが、本発明の構成に依れば、前記パルスが発生している期間に
バックライトを消灯するために、パルスの高さに依存せずにフリッカを抑制することが可
能となる。
【００７６】
　また、本実施例において、信号配線と対向電極の駆動をコモン交流フレーム毎反転駆動
としたが、列毎反転やライン毎反転，ドット反転及び走査期間と保持期間とで駆動方法が
異なる場合でも、本実施例で説明したバックライトの制御方法は、フリッカを抑制する効
果を奏する。
【００７７】
　走査期間と同程度以上の長さの保持期間を設ける駆動方法の場合、保持期間では画像デ
ータの保持を行うだけであるので、保持期間の光学応答変化は緩やかな変化か若しくは変
化がないかの何れかであり、主に光学応答変化が起こるのは走査期間である。したがって
、保持期間を設ける場合は、本実施例で説明したバックライトの制御方法により、フリッ
カを抑制することが可能となる。
【実施例２】
【００７８】
　本発明の実施例２について、図３を用いて説明する。同図において、実施例１と等しい
符号、記号は実施例１で説明したものと同一である。
【００７９】
　連続する２フレーム分の駆動スキームとバックライトの輝度を時間的に一定としている
場合のＮ／２行目及びＮ行目の画素の光学応答ＯＰN/2，ＯＰNとバックライトを図中ＢＬ
のタイミングで点灯及び消灯を行っている場合のＮ／２行目及びＮ行目の画素の光学応答
ＯＰＢN/2，ＯＰＢNを示す。
【００８０】
　また、Ｖg1，ＶgN/2，ＶgNは、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の走査配線電位であり、そ
の時間変化の略図も示す。フレーム期間Ｔｆにおいて走査を行っている期間は走査期間
Ｔｓであり、全走査配線が非走査状態の期間は保持期間Ｔｈである。走査期間Ｔｓを概ね
１６.６ｍｓ （≒１／６０秒）とし、保持期間Ｔｈを概ね５０ｍｓとした場合を例として
説明する。
【００８１】
　このとき、フレーム期間Ｔｆは概ね６６.６ｍｓ （≒１／１５秒）である。また、液晶
の表示方式は、液晶電圧がゼロの時に表示が白となるノーマリーホワイトモードとし、液
晶パネルの全ての画素に、相対輝度が低い場合に対応した画像データが与えられている場
合を示している。
【００８２】
　図３に示すＯＰN/2及びＯＰNにおいて、正フレームと負フレームにおける光学応答波形
は、保持期間Ｔｈでは何れの場合も概ね同じで時間的に一定である。走査期間Ｔｓでは２
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つのフレームにおいて、光学応答波形はパルス的な波形となっている。
【００８３】
　Ｎ／２行目の画素に比べてＮ行目の画素の方が、走査期間開始から走査されるまでの期
間が長いために、走査期間全体に亘って光学応答変化が続く。そのために、パルスの高さ
ＰＨP,NはＰＨP,N/2より、ＰＨm,NはＰＨm,N/2より、それぞれ大きくなる。
【００８４】
　ここで、パルスの高さと相対輝度の関係について説明する。図２に示されるように、相
対輝度概ね１０％から１００％に含まれる階調においては、液晶電圧が高くなる程（ノー
マリーホワイト表示であるため、相対輝度が低くなる程）、走査期間に起こるパルスの高
さが大きくなることが分かっている。相対輝度０％から１０％の間では液晶パネルの輝度
の非線形な電圧依存性のため前述した関係が逆転することもある。
【００８５】
　したがって、相対輝度１０％以上の場合には、画素に与えられる画像データが、高い相
対輝度に対応した画像データである場合には、知覚されるフリッカが発生することは余り
ないが、低い相対輝度に対応した画像データである場合には、知覚されるフリッカが発生
し易くなる。
【００８６】
　つまり、画素に与えられる画像データが、高い相対輝度に対応した画像データである場
合には、画素のフリッカを抑制するバックライト制御を行わずに済むが、画素に与えられ
る画像データが、低い相対輝度に対応した画像データである場合には、画素のフリッカを
抑制するバックライト制御を行う必要がある。
【００８７】
　Ｎ行目付近の画素に低い相対輝度に対応した画像データが与えられている場合で、かつ
、走査期間を現行のフレーム期間と同じく、１／６０秒とした場合には、人間の目の光学
応答変化に対する感度の周波数特性のために、ＢＬ期間は概ね１６.６ｍｓ よりも長くで
きないため（つまり、ＢＬ期間の取り得る最大の長さは、概ね１／６０秒である。）、図
３の光学応答波形ＯＰN に示されるような、走査期間Ｔｓにおける輝度が保持期間Ｔｈの
輝度に比べて概ねパルスの高さＰＨp,NやＰＨm,Nだけ大きくなる全ての期間において、バ
ックライトを消灯するように制御することは難しい。
【００８８】
　しかしながら、パルス的な光学応答変化を起こす液晶電圧変動は、走査期間開始時に起
こるが、液晶の応答のために、走査期間において、フリッカとして問題となる輝度（例え
ば、保持期間の輝度よりもＰＨp,Nの半分だけ大きくなった輝度）に到達するまでに、数
ｍｓの時間を伴う。走査期間開始時からフリッカとして問題となる輝度に到達するまでの
期間を遅延期間Ｔretとする。
【００８９】
　前記遅延期間Ｔretに着目して、図３にＢＬとして示すように、バックライトを制御す
ることでフリッカを抑制することができる。
【００９０】
　図３にＢＬとして示すバックライトの制御について説明する。ＢＬ期間の長さは、走査
期間Ｔｓと概ね等しく１６.６ｍｓ で、全てのＢＬ期間は等しい長さであり、フレーム期
間Ｔｆを４等分した長さである。したがって、フレーム期間Ｔｆ内にバックライトは４回
点灯し、その点灯周波数は、概ね６０Ｈｚである。
【００９１】
　また、点灯から消灯に切り替わった時をＢＬ期間が開始する時と定義した場合に、走査
期間Ｔｓが開始する時とＢＬ期間が開始する時を異ならせ、走査期間Ｔｓが開始する時よ
りも遅延期間Ｔret だけ遅延して、ＢＬ期間を開始する。なお、走査期間開始後、最初に
開始されるＢＬ期間を第１ＢＬ期間ＴBL1 と呼ぶことにする。本実施例では、遅延期間
Ｔretだけ遅延して開始されるＢＬ期間が、第１ＢＬ期間ＴBL1である。
【００９２】
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　さらに、前記第１ＢＬ期間において、輝度がフリッカとして問題となる期間に、バック
ライトが消灯となるよう制御している。この時、走査期間Ｔｓにおいて、バックライトを
消灯する期間はバックライトを点灯する期間よりも長い。また、この場合、走査期間と重
複するＢＬ期間は２つである。さらに、前記第１ＢＬ期間の開始のタイミングと、ＢＬ期
間の長さによっては走査期間と重複するＢＬ期間は３つとなることもある。走査期間と重
複するＢＬ期間を４つ以上とし、ＢＬ期間の長さを等しくすると、走査期間においてフリ
ッカが大きくなっているタイミングで点灯せざるおえなくなるので、走査期間と重複する
ＢＬ期間は３つ以下が望ましい。
【００９３】
　このようにバックライトを制御することで、図３のＯＰＢN/2及びＯＰＢNに示されるよ
うに、走査期間Ｔｓにおけるパルス的な光学応答波形の殆どを見えなくして、光学応答波
形の繰り返し周期を１／６０秒とすることで、フリッカのない画質を得ることが可能とな
る。
【００９４】
　また、走査期間Ｔｓが開始する時とＢＬ期間が開始する時とを異ならせていて、かつ、
遅延期間Ｔretは数ｍｓであるために、走査期間Ｔｓが１６.６ｍｓ程度である時は、図３
のＢＬに示されるように、走査期間開始後、初めてバックライト部の光が点灯から消灯に
切り替わる時が走査期間Ｔｓの前半に存在する。
【００９５】
　ここで、走査期間の前半及び後半は、次の意味で用いている。走査を開始して、走査を
行う全ての走査配線（この走査配線数をＮ１とする。Ｎ１は１以上の整数）の内、概ね半
分の走査配線（Ｎ１が偶数の時Ｎ１／２本、Ｎ１が奇数の時（Ｎ１－１）／２本）を走査
するまでの期間を走査期間の前半とし、残りの走査配線を走査する期間を走査期間の後半
とする。
【実施例３】
【００９６】
　本発明の実施例３について、図４を用いて説明する。同図において、実施例１，２と等
しい符号，記号は実施例１，２で説明したものと同一である。
【００９７】
　連続する２フレーム分の駆動スキームとバックライトの輝度を時間的に一定としている
場合のＮ行目の画素の光学応答ＯＰN とバックライトを図中ＢＬのタイミングで点灯及び
消灯を行っている場合のＮ行目の画素の光学応答ＯＰＢN を示す。また、Ｖg1，ＶgN/2，
ＶgNは、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の走査配線電位であり、その時間変化の略図も示す
。
【００９８】
　フレーム期間Ｔｆにおいて、走査を行っている期間は走査期間Ｔｓであり、全走査配線
が非走査状態の期間は保持期間Ｔｈである。
【００９９】
　走査期間Ｔｓを概ね８.３ｍｓ（≒１／１２０秒）とし、保持期間Ｔｈを概ね５８.３
ｍｓとした場合を例として説明する。このとき、フレーム期間Ｔｆは概ね６６.６ｍｓ
（≒１／１５秒）である。
【０１００】
　また、液晶の表示方式は、液晶電圧がゼロの時に表示が白となるノーマリーホワイトモ
ードとし、液晶パネルの全ての画素に、相対輝度が低い場合に対応した画像データが与え
られている場合を示している。
【０１０１】
　図４にＢＬとして示すバックライトの制御について説明する。ＢＬ期間の長さは概ね１
／６０秒で、全てのＢＬ期間は等しい長さであり、フレーム期間Ｔｆを４等分した長さで
ある。
【０１０２】
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　したがって、フレーム期間Ｔｆ内にバックライトは４回点灯し、その点灯周波数は、概
ね６０Ｈｚである。また、第１のＢＬ期間ＴBL1 において、全走査期間に亘ってバックラ
イトを消灯している。
【０１０３】
　このようにバックライトを制御することで、図４のＯＰＢN に示されるように、走査期
間Ｔｓにおけるパルス的な光学応答波形の殆どを見えなくして、光学応答波形の繰り返し
周期を１／６０秒とすることで、フリッカのない画質を得ることが可能となる。
【０１０４】
　前記光学応答波形の繰り返し周期を概ね１／６０秒よりも長くすると、光学応答波形が
フリッカとして知覚されてしまうということと、走査期間Ｔｓにおけるパルスのパルス幅
は概ね走査期間Ｔｓと等しいか、若しくは、多少走査期間よりも長くなるということに着
目し、走査期間を１／６０秒よりも短くし、ＢＬ期間の長さを概ね１／６０秒とすること
で、パルス的なフリッカが発生する全走査期間に亘ってバックライトを消灯することを可
能としている。
【０１０５】
　また、１つのＢＬ期間において、点灯している期間の比率(以下「点灯比率」という。)
を大きくすることができる。例えば、点灯比率１００％の液晶パネルの明るさに対して、
点灯している期間のバックライトの明るさを一定にして、点灯比率を５０％にした場合に
は、液晶パネルの明るさは半分になる。
【０１０６】
　点灯比率１００％の液晶パネルの明るさと、点灯比率５０％の液晶パネルの明るさを等
しくするためには、点灯比率５０％の時のバックライトの明るさを倍にする必要がある。
ただし、バックライトの明るさを倍にしても点灯比率が５０％であるために、点灯比率
１００％の場合と５０％の場合では、電力は変わらない。
【０１０７】
　しかしながら、点灯比率を１０％程度とした場合には、バックライトの明るさを１０倍
にするために、高出力のバックライトを必要とする場合がある。
【０１０８】
　本実施例のように、走査期間を１／６０秒よりも短くし、ＢＬ期間の長さを１／６０秒
とすることで、点灯比率を極端に小さくしないで済む。
【０１０９】
　ただし、走査期間の間は、バックライトを点灯させることは望ましくないことと、バッ
クライトの点灯期間を少なくても点灯比率を１０％(１.６６ｍｓ) より大きくすることが
好ましいことから、走査期間は１５ｍｓ≒（１６.６６ｍｓ－１.６６ｍｓ）程度よりも短
くすることが望ましい。例えば、走査期間１２.５ｍｓ(１／８０秒)とした場合、１６.６
ｍｓのＢＬ期間の内、消灯期間１２.５ｍｓ，点灯期間４.１ｍｓとし、点灯比率を約２５
％とすることができる。
【０１１０】
　また、走査期間Ｔｓが開始する時とＢＬ期間が開始する時とを異ならせ、走査期間が開
始する時よりも遅延期間Ｔret だけ遅延して、ＢＬ期間を開始し、かつ、走査期間を１／
６０秒よりも短くすることで、点灯比率をより高くすることができる。例えば、走査期間
１２.５ｍｓ（１／８０秒）とし、遅延期間Ｔretを２.５ｍｓとした場合、１６.６ｍｓの
ＢＬ期間の内、消灯期間１０ｍｓ，点灯期間６.６ｍｓ とし、点灯比率を約４０％とする
ことができる。
【０１１１】
　さらに、走査期間１０ｍｓ（１／１００秒）とし、遅延期間Ｔretを２.５ｍｓとした場
合、１６.６ｍｓのＢＬ期間の内、消灯期間７.５ｍｓ，点灯期間９.１ｍｓ とし、点灯比
率を約５５％とすることができる。
【０１１２】
　本実施例においては、走査期間Ｔｓを８.３ｍｓ （１／１２０秒）とし、保持期間Ｔｈ
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を走査期間の約７倍の５８.３ｍｓ としている。また、ＢＬ期間は、走査期間の約２倍の
１６.６ｍｓ としている。各期間の長さを走査期間Ｔｓの長さを基準とする構成にするこ
とで、簡単に、バックライト制御によるフリッカ抑制を可能としている。
【０１１３】
　駆動シーケンスを図４（ｃ）に示す。走査期間Ｔｓの長さ毎に発生するパルスＳＣＫを
クロックとして、そのパルスの回数を数える２つのカウンターＦ＿ＣＴＲ，ＢＬ＿ＣＴＲ
を設け、パルスの数を数えることで、ＢＬ期間と保持期間の長さを規定することができる
。
【０１１４】
　カウンターＦ＿ＣＴＲは、０から７までの値を繰り返し、カウンターＢＬ＿ＣＴＲは、
０と１を交互に繰り返す。各カウンターはクロックＳＣＫ毎に数が１だけ増加する。
【０１１５】
　カウンターＦ＿ＣＴＲの値が７から０へ、ＢＬ＿ＣＴＲの値が１から０へ切り替わると
きを、それぞれフレーム期間Ｔｆの開始時、ＢＬ期間の開始時とすることで、保持期間
Ｔｈを走査期間Ｔｓの約７倍の５８.３ｍｓ とし、ＢＬ期間を、走査期間Ｔｓの約２倍の
１６.６ｍｓとすることができる。
【０１１６】
　また、本実施例の場合、ＢＬ期間は、走査期間Ｔｓの約２倍であり、フレーム期間Ｔｆ
は、ＢＬ期間の４倍の長さである。
【０１１７】
　このようにＢＬ期間を走査期間Ｔｓのｎ倍（ｎは１以上の整数）とし、フレーム期間
ＴｆをＢＬ期間のｍ倍（ｍは１以上の整数）とした場合には、図４（ｄ）に示す駆動シー
ケンスを行うことで簡単に、バックライト制御によるフリッカ抑制を行うことができる。
【０１１８】
　走査期間の長さ毎に発生するパルスＳＣＫをクロックとして、そのパルスの回数を数え
るカウンターＢＬ＿ＣＴＲとＢＬ＿ＣＴＲが１から０に変化するときにカウンター値が増
加するカウンターＦ＿ＣＴＲを設けることで、ＢＬ期間とフレーム期間の長さを規定する
ことができる。
【０１１９】
　カウンターＢＬ＿ＣＴＲは、クロックＳＣＫ毎に０と１を交互に繰り返す。カウンター
Ｆ＿ＣＴＲは、０から３までの値を繰り返し、ＢＬ＿ＣＴＲカウンターが１から０に変化
したときに１だけ増加する。
【０１２０】
　カウンターＦ＿ＣＴＲの値が３から０へ、ＢＬ＿ＣＴＲの値が１から０へ切り替わると
きを、フレーム期間Ｔｆの開始時、ＢＬ期間の開始時とすることで、ＢＬ期間を、走査期
間Ｔｓの約２倍の１６.６ｍｓとし、フレーム期間ＴｆをＢＬ期間の約４倍の６６.６ｍｓ
とすることができる。
【０１２１】
　ここで、クロックＳＣＫは、液晶表示装置の外部から供給される信号の何れかを用いて
もよく、内部で生成してもよい。
【実施例４】
【０１２２】
　本発明の実施例４ついて、図５を用いて説明する。同図において、実施例１ないし３と
等しい符号，記号は実施例１ないし３で説明したものと同一である。
【０１２３】
　連続する２フレーム分の駆動スキームと、バックライトの輝度を時間的に一定としてい
る場合のＮ行目の画素の光学応答ＯＰNとバックライトを図中ＢＬのタイミングで点灯及
び消灯を行っている場合のＮ行目の画素の光学応答ＯＰＢNを示す。また、Ｖg1，ＶgN/2

，ＶgNは、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の走査配線電位であり、その時間変化の略図も示
す。フレーム期間Ｔｆにおいて走査を行っている期間は走査期間Ｔｓであり、全走査配線
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が非走査状態の期間は保持期間Ｔｈである。
【０１２４】
　走査期間Ｔｓを概ね４.１５ｍｓ(≒１／２４０秒)とし、保持期間Ｔｈを概ね６２.４５
ｍｓとした場合を例として説明する。このとき、フレーム期間Ｔｆは概ね６６.６ｍｓ
（≒１／１５秒）である。
【０１２５】
　また、液晶の表示方式は、液晶電圧がゼロの時に表示が白となるノーマリーホワイトモ
ードとし、液晶パネルの全ての画素に、相対輝度が低い場合に対応した画像データが与え
られている場合を示している。
【０１２６】
　図５にＢＬとして示すバックライトの制御について説明する。ＢＬ期間の長さは、概ね
１／６０秒で、全てのＢＬ期間は等しい長さであり、フレーム期間Ｔｆを４等分した長さ
である。したがって、フレーム期間Ｔｆ内にバックライトは４回点灯し、その点灯周波数
は、概ね６０Ｈｚである。
【０１２７】
　また、走査期間Ｔｓが開始する時とＢＬ期間が開始する時とを異ならせ、走査期間Ｔｓ
が開始する時よりも遅延期間Ｔret だけ遅延して、ＢＬ期間を開始する。このＢＬ期間を
第１のＢＬ期間ＴBL1という。
【０１２８】
　液晶の応答を考慮すると、遅延期間Ｔret は概ね２から４ｍｓとなる。本実施例におい
ては、走査期間Ｔｓが４.１５ｍｓ（≒１／２４０秒）であるので、第１のＢＬ期間ＴBL1

は、走査期間Ｔｓの後半において開始されることがある。本実施例では２.５ｍｓ から第
１のＢＬ期間ＴBL1を開始する。
【０１２９】
　走査期間Ｔｓの開始時から液晶の応答を伴って輝度は変化して、走査期間Ｔｓの後半か
ら保持期間の前半において、フリッカとして問題となる輝度となる。
【０１３０】
　したがって、走査期間Ｔｓの後半から保持期間Ｔｈの前半に重畳する第１のＢＬ期間
ＴBL1 において、輝度がフリッカとして問題となる期間に、バックライトが消灯となるよ
う制御している。
【０１３１】
　この時、走査期間Ｔｓにおいて、バックライトを消灯する期間はバックライトを点灯す
る期間よりも短くなるが、少なくても走査期間Ｔｓの後半においてバックライトを消灯と
する期間を設けている。
【０１３２】
　このようにバックライトを制御することで、図５のＯＰＢN に示されるように、第１の
ＢＬ期間ＴBL1 におけるパルス的な光学応答波形の殆どを見えなくして、光学応答波形の
繰り返し周期を１／６０秒とすることで、フリッカのない画質を得ることが可能となる。
【０１３３】
　また、実施例１ないし４において、液晶パネルの表示モードをノーマリーホワイトとし
たが、これに限らず、ノーマリーブラックでも、実施例１ないし４で説明したバックライ
トの制御方法は、フリッカを抑制する効果を奏する。
【実施例５】
【０１３４】
　本発明の実施例５について、図６を用いて説明する。同図において、実施例１ないし４
と等しい符号，記号は実施例１ないし４で説明したものと同一である。
【０１３５】
　連続する２フレーム分の駆動スキームと、バックライトの輝度を時間的に一定としてい
る場合のＮ／２行目の画素の光学応答ＯＰN/2と、バックライトを図中ＢＬ１、ＢＬ２の
タイミングで点灯及び消灯を行っている場合の光学応答ＯＰＢ１N/2 （ＢＬ１の場合），
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ＯＰＢ２N/2（ＢＬ２の場合）を示す。
【０１３６】
　また、Ｖg1，ＶgN/2，ＶgNは、１行目，Ｎ／２行目，Ｎ行目の走査配線電位であり、そ
の時間変化の略図も示す。フレーム期間Ｔｆにおいて、走査を行っている期間は走査期間
Ｔｓであり、全走査配線が非走査状態の期間は保持期間Ｔｈである。
【０１３７】
　走査期間Ｔｓを概ね１６.６ｍｓ （≒１／６０秒）とし、保持期間Ｔｈを概ね５０ｍｓ
とした場合を例として説明する。このとき、フレーム期間Ｔｆは概ね６６.６ｍｓ （≒１
／１５秒）である。また、液晶の表示方式は、液晶電圧がゼロの時に表示が白となるノー
マリーホワイトモードとする。
【０１３８】
　図６（ａ）のＯＰN/2 について説明する。走査期間Ｔｓにおいて、パルス的な光学応答
変化が発生し、保持期間Ｔｈにおいては、リーク電流によって液晶電圧の大きさが徐々に
小さくなり、バックライトの輝度を時間的に一定としている場合には、液晶パネルの輝度
が上昇する。
【０１３９】
　本実施例においては、走査期間Ｔｓにおいて、パルス的な光学応答変化だけでなく、保
持期間Ｔｈにおけるリーク電流による光学応答変化も抑制する方法を説明する。
【０１４０】
　本実施例におけるバックライトの制御に関して説明する。図６に示されるＢＬ１及び
ＢＬ２はバックライトの輝度の時間変化を表している。縦軸は輝度で、横軸が時間である
。
【０１４１】
　ＢＬ１及びＢＬ２のどちらにおいても、ＢＬ期間の長さは、概ね１／６０秒で、全ての
ＢＬ期間は等しい長さであり、フレーム期間Ｔｆを４等分した長さである。したがって、
フレーム期間Ｔｆ内にバックライトは４回点灯し、その点灯周波数は、概ね６０Ｈｚであ
る。
【０１４２】
　第１のＢＬ期間ＴBL1において、図中ＯＰN/2に示される走査期間Ｔｓにおける最もフリ
ッカが大きくなる期間に、バックライトが消灯となるよう制御している。
【０１４３】
　ＢＬ１とＢＬ２では、保持期間Ｔｈにおけるリーク電流による光学応答変化の抑制方法
が異なる。便宜上、第１のＢＬ期間ＴBL1 の次のＢＬ期間を第２のＢＬ期間とし、その次
のＢＬ期間を第３のＢＬ期間とし、その次のＢＬ期間を第４のＢＬ期間とする。
【０１４４】
　まず、図６（ｂ）に示すバックライトの制御方法を説明する。ＢＬ１では、第１及び第
２のＢＬ期間の点灯期間は同じで、第３のＢＬ期間の点灯期間は、第１及び第２ＢＬ期間
の点灯期間より短くし、第４ＢＬ期間の点灯期間は、第３ＢＬ期間の点灯期間より短くし
ている。
【０１４５】
　このようにすることで、液晶パネルの光学応答変化はＯＰＢ１N/2 に示されるようにな
り、第３及び第４のＢＬ期間の輝度の大きさは大きくなるが、点灯期間が短くなるために
１フレーム期間Ｔｆ内の各ＢＬ期間の輝度の積分値は概ね等しくなり、液晶パネルの光学
応答変化ＯＰＢ１N/2はフリッカとして知覚されなくなる。
【０１４６】
　本実施例では、液晶パネルの表示モードがノーマリーホワイトであるので、保持期間
Ｔｈにおいて時間とともに、ＢＬ期間における点灯期間が徐々に小さくなるように制御す
ること（本実施例では、第２から第４のＢＬ期間のことを指す。）によりリーク電流によ
る光学応答変化を抑制している。
【０１４７】
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　また、液晶パネルの表示モードがノーマリーブラックの場合には、輝度は徐々に小さく
なるので、保持期間Ｔｈにおいて時間とともにＢＬ期間における点灯期間が徐々に大きく
なるようにすればよい。
【０１４８】
　次に、図６（ｃ）に示すバックライトの制御方法を説明する。ＢＬ２では、各点灯期間
は等しいが、バックライトの輝度を、第１及び第２のＢＬ期間の点灯期間では等しくし、
第３のＢＬ期間のバックライトの輝度は、第１及び第２のＢＬ期間のバックライトの輝度
より小さくし、第４のＢＬ期間のバックライトの輝度は、第３のＢＬ期間のバックライト
の輝度より小さくしている。
【０１４９】
　このようにすることで、液晶パネルの光学応答変化はＯＰＢ２N/2 に示されるようにな
り、液晶の応答による輝度の増分とバックライトの輝度の減分が打ち消しあって、各ＢＬ
期間の点灯時の輝度の大きさは概ね等しくなり、液晶パネルの光学応答変化ＯＰＢ２N/2

はフリッカとして知覚されなくなる。
【０１５０】
　本実施例では、液晶パネルの表示モードがノーマリーホワイトであるので、保持期間
Ｔｈにおいて、バックライトの輝度が徐々に小さくなる期間（本実施例では、第２から第
４のＢＬ期間のことを指す。）を設けることによりリーク電流による光学応答変化を抑制
している。
【０１５１】
　また、液晶パネルの表示モードがノーマリーブラックの場合には、輝度は徐々に小さく
なるので、バックライトの輝度を徐々に大きくする期間を設ければよい。
【０１５２】
　また、実施例１ないし５において、信号配線と対向電極の駆動をコモン交流フレーム毎
反転駆動としたが、列毎反転やライン毎反転，ドット反転及び走査期間と保持期間で駆動
方法が異なる駆動を行う場合でも、実施例１ないし５で説明したバックライトの制御方法
は、フリッカを抑制する効果を奏する。
【０１５３】
　実施例１ないし５での消灯の定義について説明する。バックライトを全く点灯していな
い時、若しくは、バックライトに電力を供給する回路に、バックライトをオフする信号が
与えられている時は言うまでもなく消灯であるが、本発明の場合には、点灯しているとき
に比べて十分に減光していれば上述した効果が得られる。
【０１５４】
　例えば、液晶パネルの画素に白となる画像データを与えていて、暗室における測定にお
いて、点灯時の液晶パネルの輝度が１００ｃｄ／ｍ2 の場合に、減光時の液晶パネルの輝
度が１～５ｃｄ／ｍ2 程度以下であれば消灯している状態であると考えてよい。
【０１５５】
　つまり、点灯時に比べて、減光したときの輝度の大きさが１／１００～１／２０程度以
下になっていれば、本発明の効果が得られるという意味で、消灯している状態であると考
えてよい。
【実施例６】
【０１５６】
　本発明の実施例６について説明する。先に述べた本発明の実施例１ないし５は、画質劣
化の抑制及び消費電力を低減する駆動方法に関した。本実施例は、これに加え、液晶表示
装置に関する。
【０１５７】
　図７は、本実施例を説明するためのブロック図である。液晶パネル２は、バックライト
部６から光照射され、所望の画像を表示する。液晶パネル２に配置される信号配線１０１
は、信号配線駆動回路３によって駆動され、走査配線１０２は、走査配線駆動回路４によ
って駆動される。
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【０１５８】
　電源回路５は、信号配線駆動回路３及び走査配線駆動回路４に電力を供給する。また、
電源回路５は、対向電極を駆動する回路を内蔵する。
【０１５９】
　タイミング制御回路２１は、信号配線駆動回路３及び走査配線駆動回路４の駆動タイミ
ング及びバックライト部６の点灯消灯を制御する。
【０１６０】
　バックライト部６を制御するＢＬ制御信号群２２は、タイミング制御回路２１とバック
ライト部６を接続している。ＢＬ制御信号群２２の信号は、複数存在する場合もあれば、
１つの場合もある。
【０１６１】
　液晶表示装置が設置されている製品に内蔵されていて、液晶表示装置の外部にあるCPU
又はグラフィックコントローラなどの外部の制御回路（本実施例ではＣＰＵの場合を示す
。）は、画像データや、タイミング制御回路２１の動作を規定するデータ（本実施例では
、このデータをインストラクションと呼ぶことにする。）や、表示同期信号をタイミング
制御回路２１に送る。
【０１６２】
　タイミング制御回路２１は、液晶表示装置の外部のＣＰＵであってもよく、液晶表示装
置内に設置されてもよい。また、信号配線駆動回路３に内蔵されてもよい。
【０１６３】
　走査配線駆動回路４及び電源回路５を含むこれらの回路は、別々のＬＳＩに設けられる
こともあり、一部共通、全て共通のＬＳＩに設けられることもある。また、一部若しくは
全部を液晶パネル２又はバックライト部６に内蔵することもある。ここでは別々のＬＳＩ
に設けられた場合において以下の説明を行う。
【０１６４】
　バックライト部６の制御を、図８（ａ），（ｂ）を用いて説明する。図８（ａ）は、バ
ックライト部６のブロック図を表している。バックライト部６の主な構成は導光板２４，
拡散板２５，発光ダイオードＬＥＤ１～３，発光ダイオードを駆動するＬＥＤドライバー
２３である。
【０１６５】
　本実施例では、発光ダイオードを白色ＬＥＤとする。発光ダイオードＬＥＤ１～３は直
列に接続され、ＬＥＤドライバー２３は、タイミング制御回路２１から供給されるＢＬ制
御信号群２２の内の１つである制御信号ＳＥＬに基づいて、発光ダイオードＬＥＤ１～３
に電力を供給する。
【０１６６】
　ＬＥＤ１のアノードは、ＬＥＤドライバーの端子Ａに接続され、ＬＥＤ１のカソードは
ＬＥＤ２のアノードに、ＬＥＤ２のカソードはＬＥＤ３のアノードに、ＬＥＤ３のカソー
ドはＬＥＤドライバーの端子Ｋに接続される。
【０１６７】
　　ＬＥＤドライバーの端子Ａは、端子Ｋよりも高い電圧、若しくは、同電圧の何れかに
、制御信号ＳＥＬに基づいてなる。ＬＥＤドライバー２３への電力は、液晶表示装置の外
部より供給してもよいし、電源回路５から供給してもよい。ここで、発光ダイオードを直
列に接続した例を説明したが、並列に接続して一括、若しくは、各々を制御してもよく、
直列接続と並列接続を組み合わせてもよい。また、発光ダイオードを白色ＬＥＤとしたが
、ＲＧＢなどの単色のＬＥＤを用いた構成とし、各色毎に発光ダイオードを制御しても構
わない。
【０１６８】
　制御信号ＳＥＬは、２つの状態をとり、ＬＥＤドライバー２３は、制御信号ＳＥＬが第
１の状態の時は、発光ダイオードＬＥＤ１～３に電圧を印加して、発光ダイオードに電流
を流し発光させる。制御信号ＳＥＬが第２の状態の時は、発光ダイオードＬＥＤ１～３を
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電圧無印加の状態として、発光ダイオードを消灯させる。
【０１６９】
　以下の説明においては、便宜上、制御信号ＳＥＬの第１の状態を、制御信号ＳＥＬの電
位が“ハイ”である場合をとし、第２の状態を、制御信号ＳＥＬの電位が“ロー”である
場合とする。
【０１７０】
　図８（ｂ）を用いて、タイミング制御回路２１の制御シーケンスを説明する。表示同期
信号は、垂直同期信号(以下「Ｖｓｙｎｃ」という。)、水平同期信号（以下「Ｈｓｙｎｃ
」という。），データイネーブル信号（以下「ＤＥ」という。），ドットクロック（以下
「ＣＬＫ」という。）であり、図８（ｂ）に示すとおりに動作する。ＣＬＫは図示してい
ない。
【０１７１】
　通常の場合、フレーム期間を１／６０秒程度とし、保持期間を走査期間より十分に短く
している。走査期間を１６ｍｓ程度とし、フレーム期間の残りを保持期間としている。
(この様な場合の保持期間を、一般に垂直帰線期間と呼んでいる。)この場合、Ｖｓｙｎｃ
は、フレーム期間を規定する信号でＶｓｙｎｃの周期がフレーム期間となる。
【０１７２】
　本実施例においては、Ｖｓｙｎｃの周波数Ｆｖを６０Ｈｚとする。Ｈｓｙｎｃは、１行
を走査する期間を規定する信号で、Ｖｓｙｎｃの１周期内に全走査配線数Ｎを走査できる
周波数Ｆｈで動作している。周波数ＦｖとＦｈの関係は、Ｆｖ＜Ｆｈ／Ｎである。
【０１７３】
　ＤＥは、データイネーブル信号であり、この信号が“ハイ”の時、画像データは有効と
なる。画像データＧＤＡＴＡ１～３は、それぞれ１フレーム分の画像データを表している
。
【０１７４】
　図中ＤＥにおいて、Ｈｓｙｎｃの数パルスの間、ＤＥが常に“ロー”である期間がある
。この期間が垂直帰線期間である。垂直帰線期間は、数十μｓから１ｍｓ程度の長さであ
る。
【０１７５】
　フレーム期間をＶｓｙｎｃの１周期と等しくする場合は、Ｈｓｙｎｃ及びＤＥに従って
、Ｖｓｙｎｃ毎に画像データＧＤＡＴＡ１～３を表示するように、タイミング制御回路
２１は、信号配線駆動回路３及び走査配線駆動回路４を制御する。
【０１７６】
　バックライト部６は、常に“ハイ”若しくは６０Ｈｚより十分に早い周波数（概ね200
Ｈｚくらいで）で“ハイ”と“ロー”を繰り返すように制御される。
【０１７７】
　フレーム期間をＶｓｙｎｃの３周期分（フレーム周波数は２０Ｈｚ）とする場合で、走
査期間を１／６０秒程度（Ｖｓｙｎｃの１周期内に存在する垂直帰線期間を除く１５ｍｓ
から１６.５ｍｓ 程度を指す。）とし、保持期間を約２／６０秒とする場合において、以
下の説明では、便宜上、あるＶｓｙｎｃの１周期をＶｓｙｎｃ１とし、順次、Ｖｓｙｎｃ
２、Ｖｓｙｎｃ３と呼ぶことにする。
【０１７８】
　Ｖｓｙｎｃ１においては、上述したように、外部より供給されるＨｓｙｎｃ及びＤＥに
従って、画像データＧＤＡＴＡ１を表示するように、タイミング制御回路２１は、信号配
線駆動回路３及び走査配線駆動回路４を制御する。
【０１７９】
　そして、Ｖｓｙｎｃ２，Ｖｓｙｎｃ３の２周期においては、タイミング制御回路２１は
、走査を停止するように走査配線駆動回路４を制御し、信号配線駆動回路３の動作を一部
若しくは全部を停止する。
【０１８０】



(25) JP 5183871 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

　このとき、全走査配線はＴＦＴがオフするレベルの電位にある。信号配線は、ハイイン
ピーダンス状態とするか、若しくは、あるレベルの電位を印加するか、対向電極と全信号
配線を短絡するか、その時に応じてして制御する。
【０１８１】
　ただし、信号配線駆動回路３は、電流増幅を行って信号配線を充放電するオペアンプ部
の電力を停止できるような構成とする必要がある。なぜならば、信号配線駆動回路におい
て、最も電力を消費する部位であるため、Ｖｓｙｎｃ２，Ｖｓｙｎｃ３において、前記オ
ペアンプ部の電力を停止することで、大幅に電力を削減できるためである。
【０１８２】
　また、信号配線駆動回路３及び走査配線駆動回路４は、表示を行うためにロジック回路
を動作させる必要がないので、ロジック回路の電力も低減することができる。
【０１８３】
　この場合、フレーム期間をＶｓｙｎｃの１周期と等しくする場合に比べて、停止してい
る箇所で要する電力を概ね１／３にすることができる。また、保持期間は走査期間の略２
倍で、フレーム期間は略３倍である。
【０１８４】
　Ｖｓｙｎｃを、ＢＬ期間を規定する信号として用い、ＢＬ期間をＶｓｙｎｃの１周期と
等しい１／６０秒とする。カウンターＨＣＴＲは、Ｈｓｙｎｃを数えるカウンターであり
、Ｖｓｙｎｃの立下りエッジでゼロとなる。このカウンターＨＣＴＲを用いて、制御信号
ＳＥＬを制御することで、簡単にバックライトの点灯及び消灯のタイミングを制御できる
。
【０１８５】
　例えば、図８（ｂ）のＳＥＬｅｘ１に示されるように、カウンターＨＣＴＲが０のとき
に、制御信号ＳＥＬを“ロー”から“ハイ”に切り替え、カウンターＨＣＴＲが３のとき
に、制御信号ＳＥＬを“ハイ”から“ロー”に切り替えることで、ＢＬ期間を簡単に規定
することができ、ｍ個（本実施例では３個）のＢＬ期間の長さを足し合わせた長さを、フ
レーム期間と等しくし、走査期間において、バックライトを消灯する期間がバックライト
を点灯する期間より長くなるように制御することが容易にできる。
【０１８６】
　また、ＢＬ期間の開始時と走査期間の開始時（本実施例ではＶｓｙｎｃ１内における信
号ＤＥが１Ｈ期間毎に“ハイ”と“ロー”の繰り返しが開始される時（図中カウンター
ＨＣＴＲが３の時））を異ならせることも容易に可能である。
【０１８７】
　例えば、図８（ｂ）のＳＥＬｅｘ２に示されるように、カウンターＨＣＴＲが１のとき
に、制御信号ＳＥＬを“ロー”から“ハイ”に切り替え、カウンターＨＣＴＲが４のとき
に、制御信号ＳＥＬを“ハイ”から“ロー”に切り替えればよい。
【０１８８】
　より具体的には、ライン数３２０行の液晶パネルの場合、カウンターＨＣＴＲは、０か
ら、垂直帰線期間(０.９８ｍｓ とする。)分を含め概ね３４０までの値をとる。この時、
Ｈｓｙｎｃは４９μｓの周期で動く。カウンターＨＣＴＲが、２０の時に走査が開始され
、遅延期間Ｔretを約２.５ｍｓとし、点灯率を約５０％とする場合、カウンターＨＣＴＲ
が２４１のときに、制御信号ＳＥＬを“ロー”から“ハイ”に切り替え、カウンターHCTR
が７１のときに、制御信号ＳＥＬを“ハイ”から“ロー”に切り替えればよい。
【０１８９】
　以上より、Ｖｓｙｎｃを、ＢＬ期間を規定する信号とし、Ｖｓｙｎｃの立下りエッジで
カウンターの値がゼロとなり（カウンターの初期値となると言う意味で、カウンターの初
期値は０でも１でも構わず、任意である。）、Ｈｓｙｎｃを数えるカウンターを設け、こ
のカウンターを用いることで、バックライトの制御を容易に行うことができる。
【０１９０】
　また、このようなカウンターを用いることで、ＢＬ期間の長さ及び点灯比率を任意の整
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数値により指定できる。指定の方法としては、インストラクションを用いることで簡単に
指定することができる。
【０１９１】
　また、図８（ｂ）に示されるカウンターＨＣＴＲ１を用いてもよい。このカウンター
ＨＣＴＲ１は、フレーム期間の最初に位置するＶｓｙｎｃ１におけるＶｓｙｎｃの立下り
エッジでカウンターの値がゼロとなり、ＨｓｙｎｃをＶｓｙｎｃ３の最後のＨｓｙｎｃま
で数えるように動作する。このカウンターＨＣＴＲ１を用いた場合、各ＢＬ期間の長さを
任意に調整することができ、かつ、ＢＬ期間において、点灯比率を任意に制御することが
可能となる。
【０１９２】
　例えば、図８（ｂ）のＳＥＬｅｘ３に示されるように、カウンターＨＣＴＲ１がＮ＋２
，２Ｎ＋４，３Ｎ＋７のときに、制御信号ＳＥＬを“ロー”から“ハイ”に切り替え、カ
ウンターＨＣＴＲが０、Ｎ＋７，２Ｎ＋７のときに、制御信号ＳＥＬ“ハイ”をから“ロ
ー”に切り替えればよい。このようなカウンターを用いることで、ＢＬ期間の長さ及び点
灯比率を任意の整数値により指定できる。指定の方法としては、インストラクションを用
いることで簡単に指定することができる。
【０１９３】
　また、Ｈｓｙｎｃを数えるカウンターに限らず、ＣＬＫやＤＥを数えるカウンターや、
ＣＬＫを基に、タイミング制御回路２１で生成した信号を数えるカウンターを用いて制御
信号ＳＥＬを制御してもよい。
【０１９４】
　タイミング制御回路２１は、信号配線駆動回路３及び走査配線駆動回路４の駆動タイミ
ングを制御するとともに、制御信号ＳＥＬの状態を制御することにより、フレームと同期
して、所望のタイミングでバックライト部の点灯及び消灯を容易に制御することができる
。
【０１９５】
　フレーム期間の長さを変更する方法としては、ＣＰＵから発行されるインタラクション
に従って行ってもよく、タイミング制御回路２１に画像データを保持するメモリを設け、
ＣＰＵから送られてくる画像データが、Ｖｓｙｎｃの２周期以上変わらない場合は、フレ
ーム期間をＶｓｙｎｃの数周期分の長さに設定するというようにしてもよい。
【０１９６】
　また、メモリが内蔵される場合には、Ｖｓｙｎｃの１周期よりも、走査期間の長さを短
くすることが可能となる。走査期間の直前に位置する保持期間にメモリに蓄えられたデー
タを用いることで、Ｖｓｙｎｃの１周期全体に亘って、Ｈｓｙｎｃに同期して走査を行う
ようにする必要がなく、走査期間の長さを短くすることができる。
【０１９７】
　また、外部の制御回路で、Ｖｓｙｎｃの１周期を１／６０秒より長くし、ＣＬＫ，
Ｈｓｙｎｃ，ＤＥを走査期間が１／６０秒以下となるように制御し、制御信号ＳＥＬの制
御は液晶表示装置内で行い、タイミング制御回路２１に入力される何れかの信号を、カウ
ンターで数えることにより、制御信号ＳＥＬを制御してもよい。
【実施例７】
【０１９８】
　　本発明の実施例７ついて説明する。図９は、本発明を携帯電話機に適用した場合のブ
ロック図である。図９において、１００４はホスト局を表し、１０００は携帯電話機を表
している。
【０１９９】
　携帯電話機の主な構成要素は、入力手段１００１,主メモリ１００２,送受信部１００３
，ＣＰＵと、液晶表示装置１である。また、液晶表示装置の主な構成要素は、液晶パネル
２，信号配線駆動回路３，走査配線駆動回路４，電源回路５，バックライト部６である。
【０２００】
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　さらに、信号配線駆動回路３の構成要素は、タイミング制御回路３００，メモリ３０１
，階調電圧セレクタ３０２，インターフェイス３０３，制御レジスタ３０４，階調電圧生
成部３０５である。
【０２０１】
　携帯電話機１０００のＣＰＵは、携帯電話機の各種動作制御を行う。液晶表示装置１の
制御に関しては、ホスト局１００４から受信した情報や、主メモリ１００２内に記録され
ていたデータを表示できるように、表示同期信号及び画像データ３０６をタイミング制御
回路３００に出力する。また、動作を規定するデータ３０７（本実施例では、このデータ
をインストラクションと呼ぶことにする。）を発行する。
【０２０２】
　インターフェイス３０３は、ＣＰＵとインストラクションを含むデータの送受信を行い
、また、制御レジスタ３０４ともデータの送受信を行う。インストラクションは制御レジ
スタ３０４に格納される。
【０２０３】
　信号配線駆動回路３は、信号配線１０１を、走査配線駆動回路４は、走査配線１０２を
駆動する。電源回路５は、携帯電話機から供給される電圧を基に、信号配線駆動回路３，
走査配線駆動回路４に電源電圧を供給する。また、電源回路５は対向電極を駆動する回路
を内蔵する。
【０２０４】
　バックライト部６を制御するＢＬ制御信号群２２は、信号配線駆動回路３内部のタイミ
ング制御回路３００とバックライト部を接続している。タイミング制御回路３００は、信
号配線１０１及び走査配線駆動回路４の走査配線１０２の駆動タイミング及びバックライ
ト部６の点灯消灯のタイミングを制御する。
【０２０５】
　ここで、少なくても１フレームに亘ってバックライトを常時点灯するモード（常時点灯
モードと呼ぶことにする。）と、所定のタイミング（実施例１ないし５に記載されている
ようなフリッカを抑制するタイミング）で点灯及び消灯を行うモード（フリッカ抑制点灯
モードと呼ぶことにする。）を切り替える方法について説明する。
【０２０６】
　第１の方法としては、携帯電話機の周囲の環境をＣＰＵが判断して、常時点灯モードと
フリッカ抑制点灯モードを切り替える方法である。常時点灯モードに対してフリッカ抑制
点灯モードは、走査期間において、光学応答変化を抑制するために、消灯するので、点灯
期間の輝度を常時点灯モード時の輝度と等しくした場合は、常時点灯モードに比べて液晶
パネルの輝度は低くなる。
【０２０７】
　現行の携帯電話の液晶パネルの最大輝度は(大抵は常時点灯モードにある場合である。)
、１５０ｃｄ／ｍ2から２００ｃｄ／ｍ2程度であり、５００Ｌｘ程度のオフィスや家庭の
居間などの環境下や、それ以下の暗い環境下においては、十分過ぎる明るさである。明る
くない環境下ではバックライトの輝度を低減し、バックライト部の電力低減と共に液晶パ
ネルの輝度を見易い明るさにすることが望ましい。
【０２０８】
　そこで、例えば、周囲の明るさを判定するセンサーを携帯電話機内に設け、そのセンサ
ーの値を基にＣＰＵが判断して、常時点灯モードとフリッカ抑制点灯モードを切り替える
インストラクションを発行し、そのデータに基づいてタイミング制御回路３００は、常時
点灯モードとフリッカ抑制点灯モードを切り替える。
【０２０９】
　インストラクションＬＭを、その値が“０”の時には、液晶表示装置は、常時点灯モー
ドになり、ＬＭが“１”の時には、液晶表示装置は、フリッカ抑制点灯モードになるよう
なインストラクションとし、ＣＰＵは、センサーの値がある値より大きい場合はＬＭを
“０”とし、低い場合はＬＭを“１”とする。
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【０２１０】
　また、ＬＭの取り得る値を複数の値とし（例えば、“０”から“４”の値）、ＬＭは明
るさの度合いを表すようにして、ＬＭの値を基にして、タイミング制御回路３００は、点
灯比率や点灯及び消灯のタイミングを制御することも可能である。
【０２１１】
　第２の方法としては、入力手段１００１に、何らかの入力があった場合、若しくは、着
信やメールが届いた場合には、常時点灯モードを行い、常時点灯モード以降後、数十秒若
しくは、数分たったらフリッカ抑制点灯モードに切り替わるようにしてもよい。
【０２１２】
　また、常時点灯モードからフリッカ抑制点灯モードに切り替えるまでの時間は、工場な
どで製品を出荷する前に、携帯電話機内のメモリに格納しておいてもよいし、携帯電話機
の使用者が任意に設定できるようにしてもよい。
【０２１３】
　第３の方法としては、使用者が携帯電話機の設定を行うためのメニューにおいて、低電
力で携帯電話を使用できる項目などを加えておき、この項目を使用者が選んだ時はフリッ
カ抑制点灯モードになるようにしてもよい。
【０２１４】
　また、ＣＰＵは、１／６０秒以上画像データに変更ない場合で、かつ、上述したような
場合には、フリッカ抑制点灯モードのインストラクションを発行するようにしてもよい。
【０２１５】
　また、タイミング制御回路３００は、１／６０秒以上画像データに変更ないことと、か
つ、インストラクションのデータがフリッカ抑制点灯モードであるということを判定して
、フリッカ抑制点灯モードの制御を行ってもよい。さらに、タイミング制御回路３００が
、センサーの値や１／６０秒以上画像データに変更ないことを判断して、フリッカ抑制点
灯モードを行ってもよい。
【０２１６】
　以上は、常時点灯モードとフリッカ抑制点灯モードを切り替える方法について説明した
が、これに限らず、フリッカ抑制点灯モードと、その他のモード（例えば、走査期間と同
程度以上の保持期間を有さない時の点灯消灯モード）間の切り替え方法としても使用でき
ることは言うまでもない。
【０２１７】
　次に、液晶表示装置がフリッカ抑制点灯モードにある場合のタイミング制御に関して説
明する。タイミング制御回路３００に、ＣＰＵから表示同期信号及び画像データ３０６が
入力され、タイミング制御回路３００は、メモリ３０１を制御し、メモリの所定のアドレ
スに画像データを書き込む。
【０２１８】
　また、タイミング制御回路３００は、画像データをメモリ３０１から読み出し、１行分
の画像データを、階調電圧セレクタ３０２に順次一斉に出力する。階調電圧セレクタ302
は、画像データに従って、階調電圧生成部３０５で生成される階調電圧の何れかの電圧を
選択して各信号配線１０１に電圧を印加する。階調電圧生成部３０５は、全階調数分の階
調電圧を生成する。（６４階調表示の場合、６４個の電圧を生成する。）
【０２１９】
　これらのタイミング図を図１０（ａ）に示す。表示同期信号及び画像データ３０６の内
訳は、実施例６で説明したものと同一のものとする。
【０２２０】
　フレーム期間をＶｓｙｎｃの３周期分（フレーム周波数は２０Ｈｚ）とする場合で、走
査期間を約１／６０秒、保持期間を約２／６０秒とする場合のタイミング図である。走査
期間はＶｓｙｎｃ１に含まれる。ＭＤＡＴＡはメモリ３０１内のデータを表す。
【０２２１】
　メモリ３０１には、信号ＤＥが“ハイ”の期間のドットクロックＣＬＫ（図示せず。）
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に同期して、Ｈｓｙｎｃ毎に１行分の画像データが順次書き込まれる。信号ＦＬＭはフレ
ーム開始を指示する。
【０２２２】
　また、信号ＨＯＬＤは、保持期間を規定する信号で、この信号は信号ＦＬＭの立ち上り
エッジで、“ロー”になる。信号ＨＯＬＤは、再びＶｓｙｎｃ２の周期のＶｓｙｎｃの立
ち下がりエッジ、または、書き込み動作を終えた後で“ハイ”になる。
【０２２３】
　信号ＲＣＬＫは、１行分の画像データをメモリから読み出し、階調電圧セレクタ３０２
に順次一斉に出力するタイミングを指示する。ＴＤＡＴＡは、階調電圧セレクタ３０２に
与えられているデータである。
【０２２４】
　信号ＨＯＬＤが“ハイ”の期間には、階調電圧生成部３０５の出力をハイインピーダン
スとして、階調電圧生成部３０５に流れる電流を停止若しくは低減する。また、信号RCLK
は停止し、メモリ読み出し動作は停止される。さらに、走査が終了すると、走査配線には
ＴＦＴがオフとなる電圧が与えられる。これらにより、駆動に関する電力を削減すること
ができる。
【０２２５】
　制御信号ＳＥＬの制御は、実施例６で説明したように、カウンターＨＣＴＲやＨＣＴＲ
１などを用いて行えばよい。これにより、任意の数のＢＬ期間の長さの和をフレーム期間
と等しくして、所望のタイミングでバックライト部の点灯及び消灯を容易に制御すること
ができる。
【０２２６】
　ここで、ＣＰＵは、Ｖｓｙｎｃ毎に１フレーム分の画像データを転送する例を示したが
、Ｖｓｙｎｃ２及びＶｓｙｎｃ３においては、画像データの転送を行わなくてもよい。こ
のようにすることで、データ転送に要する電力を低減できる。
【０２２７】
　さらに、ＣＰＵは、信号ＤＥのＶｓｙｎｃ２及びＶｓｙｎｃ３にける値を常に“ロー”
とすることで、メモリ書き込み動作も停止できる。このとき、メモリ書き込み及び、信号
ＤＥの転送に要する電力を削減できる。
【０２２８】
　また、走査期間をＶｓｙｎｃの周期より、短くする場合（例えば、半分の１／１２０秒
にする場合）は、メモリ読み出しは、上述したように、Ｖｓｙｎｃ１のタイミングで行い
、画像データのメモリ書き込みを、Ｖｓｙｎｃ３のタイミングで行い、Ｖｓｙｎｃ１及び
Ｖｓｙｎｃ２においては、メモリ書き込みを行わない様にすることで、液晶パネルへの画
像データの表示の遅延をＶｓｙｎｃの１周期分で済むようにすることができる。
【０２２９】
　また、ＣＰＵが、各信号ＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、ＤＥを速い周期で制御することで、走査
期間を短くしてもよい。
【０２３０】
　次に、発振回路を信号配線駆動回路３に内蔵した場合に関して図１０（ｂ）のタイミン
グ図を用いて説明する。この場合、発振回路で内部クロック（図示していない。）を生成
するので、ＣＰＵは、ＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、ＤＥを信号配線駆動回路３に転送しなくても
よい。
【０２３１】
　内部クロックは、１行を走査する期間よりも短く、Ｖｓｙｎｃに同期するクロックであ
る。内部クロックを用いて信号ＨｓｙｎｃＩＮが作成される。この信号ＨｓｙｎｃＩＮを
数えることによって、制御信号ＳＥＬを制御する。
【０２３２】
　内部クロックの周波数や、内部で作成する信号は自由に設定することが可能である。し
たがって、内部クロックの周波数を高くし、走査期間をＶｓｙｎｃの周期より短くする
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（例えば半分の１／１２０秒にする）ことができる。
【０２３３】
　このとき、ＣＰＵからの画像データの転送は、Ｖｓｙｎｃ１において、Ｖｓｙｎｃ１の
立下りエッジを起点として、メモリへ画像データの書き込みを開始する。ＲＣＬＫによる
画像データの読み出しは、Ｖｓｙｎｃ１よりも後に立ち上がるＦＬＭを基準として開始す
る。画像データの読み出しと書き込みのタイミングをずらし、各画像データは同じVsync
１内で、ＣＰＵから転送され、書き込まれた後で読み出される。
【０２３４】
　内部クロックの周波数を高くし、画像データの読み出しと書き込みをずらすことで、走
査期間をＶｓｙｎｃ１の周期よりも短くする場合でも、液晶パネルへの画像データの表示
の遅延を概ね信号Ｖｓｙｎｃの立下りと信号ＦＬＭの立ち下がりの時間差程度とすること
ができる。
【０２３５】
　また、メモリの容量も、フレームメモリよも小さなメモリとすることができる。つまり
、メモリの容量をＶｓｙｎｃの立下りから信号ＦＬＭの立ち下がりまでの時間に転送され
る画像データを保持できる容量とすればよい。
【０２３６】
　さらに、携帯電話機に内蔵されるデジタルカメラや、デジタルスチルカメラ、インター
ネット、モバイル放送などから送られてくる画像データのリフレッシュレートは６０Ｈｚ
よりも遅く、３０Ｈｚ若しくは１５Ｈｚであることから、画像データのリフレッシュのタ
イミングにＶｓｙｎｃ１を合わせて、上述した方法で画像データの転送及び読み出しを行
えば、液晶パネルへの画像データの表示の遅延を小さくすることができる。
【０２３７】
　この場合、ＣＰＵは、Ｖｓｙｎｃ１に画像データの転送を行い。Ｖｓｙｎｃ２及びＶｓ
ｙｎｃ３では、画像データの転送を行わなくてもよい。また、画像データが変わるときの
み、画像データの転送を行ってもよい。また、静止画の場合は、Ｖｓｙｎｃの転送も停止
してよい。
【０２３８】
　また、Ｖｓｙｎｃの周期を１／６０秒とせず、フレーム期間と等しくし（本実施例では
１／２０秒）、信号配線及び走査配線の駆動に関しては、内部クロックを基準にした駆動
を行ってもよい。
【０２３９】
　この場合、主に異なる点は、ＢＬ期間の制御である。実施例６に示すカウンターHCTR1
のようなフレーム期間に亘って、内部信号の何れかを数えるカウンターか、若しくは、フ
レーム期間をｎ等分（ｎは２以上の整数）した期間毎に初期値に戻るカウンターを用いて
、ＢＬ期間の制御を容易に行うことが可能である。
【実施例８】
【０２４０】
　本発明の実施例８について説明する。まず、本発明の実施例１で説明したように、保持
期間Ｔｈにおける光学応答変化は殆どなく輝度が一定であり、走査期間Ｔｓにおいては、
相対輝度が低くなるに連れて光学応答変化が大きくなる。
【０２４１】
　図２によれば、概ね相対輝度が５０％以上の場合に、殆どフリッカがなくなっているこ
とが分かる。これは、５０％よりも高い相対輝度の場合、液晶に印加される電圧が低くな
るために、信号配線の振幅も小さくなり、信号配線と画素電極間の容量結合による液晶電
圧の変動が小さくなることが主な理由である。
【０２４２】
　このとき、相対輝度０％に対応する電圧は約４Ｖで、相対輝度１２.５％ に対応する電
圧は約２.５５Ｖ で、相対輝度５０％に対応する電圧は約１.９２Ｖで、相対輝度８２.５
％に対応する電圧は約１.５２Ｖで、相対輝度１００％に対応する電圧は約０.５Ｖである
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。したがって、画素の液晶層に与える電圧の取りうる値の範囲であるダイナミックレンジ
は３.５Ｖである。つまり、信号配線に与える電圧のダイナミックレンジも略３.５Ｖ～４
Ｖ程度である。
【０２４３】
　あるフレームにおいて、相対輝度が５０％よりも低い場合に対応した画像データの表示
を行う場合には、バックライトの光量を下げると同時に、前記画像データよりも相対輝度
が高い場合の画像データに対応する電圧を液晶に与えることでフリッカを抑制できる。
【０２４４】
　この場合、液晶に印加する電圧を小さくし、信号配線の振幅を小さくすることができる
ので、フレーム周波数を６０Ｈｚより小さくした場合に課題となる走査期間で発生するフ
リッカを抑制することができる。
【０２４５】
　なお、バックライトの光量を下げるが、液晶に印加する電圧を小さくして液晶層を透過
する光の割合を多くするので、液晶パネルは、バックライトの光量を下げる前とで殆ど変
わらない画像を表示する。バックライトの光量の低減方法としては、ＰＷＭ制御で行って
よい。この場合は、本発明の実施例１ないし５で説明した制御方法を用いてもよい。また
、バックライトから発光する輝度の大きさを小さくすることで、バックライトの光量を低
減してもよい。
【０２４６】
　画素の液晶層に与える電圧の取りうる値の範囲であるダイナミックレンジを小さくし、
液晶に印加する電圧を小さくする方法としては、１つは画像データを変換する方法が考え
られる。これを、図１１を用いて説明する。
【０２４７】
　液晶表示装置１は、２５６（２５５から０の値を取る）階調表示が可能な場合である。
図１１（ａ）の数字は、外部のＣＰＵにより送られてくる各画素に与える画像データを表
す。この場合、画像データの最大値は１００である。液晶表示装置内１の回路は、最大値
をＣＰＵより送られてくる画像データより判定し、それに基づいて画像データを変換する
。
【０２４８】
　例えば、図１１（ｂ）のように、階調１００を２５５に変換し、それから順次、階調
９９は２５４、階調９８は２５３，・・・、階調０は１５５に変換するというようにすれ
ばよい。ここで、順次、階調を１階調づつ低くしたが、特に、順次変換する必要はない
２２６から１２６の範囲に変換してもよい。すなわち、低い階調のセットを高い諧調のセ
ットとすればよい。これにより、液晶パネルの表示モードがノーマリーホワイトの場合、
液晶に印加する電圧を低くすることができる。この際には、バックライトの光量を小さく
する。
【０２４９】
　次に、階調電圧生成部を制御してダイナミックレンジを小さくする方法を説明する。図
１１（ｃ）及び（ｄ）は、階調電圧を生成する回路を示している。各階調電圧は、電圧
ＶｄＨとＶｄＬ（ＶｄＨ＞ＶｄＬ）間を抵抗分割することにより得る。同図（ｃ）は、
Ｖ０からＶ２５５の２５６個の電圧を生成する回路を示している。
【０２５０】
　電圧ＶｄＨを供給する配線と、電圧Ｖ０を出力するオペアンプ３０５１に入力する配線
との間の抵抗をＲ０ａとし、電圧ＶｄＬを供給する配線と、電圧Ｖ２５５を出力するオペ
アンプ３０５２に入力する配線との間の抵抗Ｒ２５５ａとする。
【０２５１】
　前記液晶に印加する電圧のダイナミックレンジを小さくする方法としては、電圧ＶｄＨ
とＶｄＬ間の電圧を小さくすればよい。例えば、コモン交流フレーム毎反転駆動の場合、
正フレームの時は、電圧ＶｄＬを一定としてＶｄＨの電圧を小さくすればよく、負フレー
ムの時は、電圧ＶｄＨを一定として、ＶｄＬの電圧を大きくすればよい。また、抵抗R0a
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小さくすることができる。この際には、バックライトの光量を小さくする。
【０２５２】
　図１１（ｄ）では、正極及び負極用の階調電圧Ｖ０からＶ２５５をそれぞれ作成してい
る。生成する電圧の数は５１１個である。同図（ｃ）の場合と主に異なる箇所は、正極用
の階調電圧を電圧ＶｄＨとＶｄＣ間で作成し、負極用の階調電圧を電圧ＶｄＣとＶｄＬ間
で作成している点である。この場合、同図（ｃ）における回路の制御と同様にして、液晶
に印加する電圧のダイナミックレンジを小さくすることができる。電圧ＶｄＣを一定とし
て、ＶｄＨの電圧を小さくし、ＶｄＬの電圧を大きくしてもよいし、同図（ｄ）中の抵抗
Ｒ０ａ及びＲ０ｂを、それぞれ大きくしてもよい。この際には、バックライトの光量を小
さくする。
【０２５３】
　以上の構成及び制御により、液晶に印加する電圧のダイナミックレンジを小さし、かつ
、液晶層に印加される電圧を簡単に低くすることができる。
【０２５４】
　また、フレーム周波数低減による電力低減だけでなく、液晶に印加する電圧を小さくす
るために、信号配線電位の振幅が小さくなることによる電力低減効果も得られる。さらに
、バックライトの光量を低減するために、バックライトの電力も低減できる。
【図面の簡単な説明】
【０２５５】
【図１】本発明に係る実施例１の駆動方法を説明するためのタイミング図。
【図２】実施例１を説明するために用いるフリッカの光学応答波形図。
【図３】本発明に係る実施例２の駆動方法を説明するためのタイミング図。
【図４】本発明に係る実施例３の駆動方法を説明するためのタイミング図。
【図５】本発明に係る実施例４の駆動方法を説明するためのタイミング図。
【図６】本発明に係る実施例５の駆動方法を説明するためのタイミング図。
【図７】本発明に係わる液晶表示装置を説明するための図。
【図８】本発明に係わる液晶表示装置を説明するための図。
【図９】本発明に係わる液晶表示装置を説明するための図。
【図１０】本発明に係わる液晶表示装置の制御を説明するための図。
【図１１】本発明に係わる液晶表示装置の制御を説明するための図。
【図１２】本発明により解決される課題を説明するための図。
【符号の説明】
【０２５６】
　１…液晶表示装置、２…液晶パネル、３…信号配線駆動回路、４…走査配線駆動回路、
５…電源回路、６…バックライト部、２１…タイミング制御回路、１００…対向電極、
１０１…信号配線、１０２…走査配線、１０３…容量配線、１０４…画素電極、３００…
タイミング制御回路、３０１…メモリ、３０２…階調電圧セレクタ、３０３…インターフ
ェイス、３０４…制御レジスタ、３０５…階調電圧生成部、１０００…携帯電話機、1001
…入力手段、１００２…主メモリ、１００３…送受信部、１００４…ホスト局。
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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